
長浜市スポーツ施設整備基本計画（案）　パブリックコメントの結果概要

・対象計画 長浜市スポーツ施設整備基本計画（案）

・実施期間 令和６年１月３１日から令和６年２月２９日（３０日間）

・意見提出方法 LoGoフォーム、電子メール、郵送、ファクシミリ又は窓口

・意見提出者 ２６人　５９件

・意見概要等及び意見に対する見解 以下のとおり

連番 ページ 項目 意見概要 意見の理由等 意見に対する市の見解

1
計画全体
3-4　施設の維持管理経費
4-4　施設個別の整備内容

行政主導ではなく、地域・競技
団体・文スポ・スポーツ協会等
とスポーツ施策・スポーツ施
設・スポーツ振興について、時
間をかけて、ワークショップ等
で議論していくべきと考える。

施設整備にあたっては、「6-
1 推進にあたって」に記載
のとおり、市民や関係組織
などと議論を深める機会を
設けていく予定です。

2 18 4-2　施設整備方針

武徳殿は耐震性能を有してい
ないと判断されているが、伝
統工法の建物の耐震性能確
保、耐震補強する限界耐力計
算なる設計作法があり、良質
なメンテを行なえば長く利用
出来る。

神田まちづくりセンターの解体しかり、古い伝
統工法の木造建築が耐震性能を有していない
と判断され、解体となりますが、伝統工法の建
物の耐震性能確保、耐震補強する限界耐力計算
なる設計作法があります。
木造建築の良さに、RC造、鉄骨造より基礎、建
築費、修繕費等も安く抑える工夫が出来、良質
なメンテを行なえば、長く利用出来ることは、日
本の歴史、木造建築文化が示していると思いま
す。

中世近世からの城下町長浜市。歴史が重奏して
魅力ある観光都市の公共施設として、明治の文
明開化、木造中規模建築の耐震性能を確認し確
保して、継続して利用されることで、次の世代
に歴史、文化、精神が、引継がれると嬉しいと
願っています。

武徳殿は、９０年を経過する
古い伝統のある建物である
という認識しておりますが、
法定耐用年数が大幅に超え
ていることや、経年による
老朽化や劣化が著しく、多く
のスポーツ施設を集約する
なかでは維持する優先順位
が低くなります。
何か別の形でその思いを残
せるよう検討してまいりま
す。

3 計画全体

スポーツ庁の「スポーツ施設の
ストック適正化ガイドライン」に
沿って策定するべきではない
か。

老朽化が進む多くのスポーツ施設を整理・統合
し、維持管理経費の抑制を図りながら施設整備
を進めることで、市民が気軽に、快適にスポー
ツに親しむことができるよう、新しいスポーツ
ニーズにも対応しながら持続可能なスポーツ施
設を提供していくため長浜市スポーツ施設整備
基本計画編を策定すること。また、国のインフラ
長寿命化基本計画に基づく個別施設ごとの長
寿命化計画の策定が必要であることから、ス
ポーツ庁の「スポーツ施設のストック適正化ガイ
ドライン」に沿って策定するのではありません
か。

「スポーツ施設のストック適
正化ガイドライン」は、自治
体が安全なスポーツ施設を
持続的に提供し、市民が身
近にスポーツに親しむこと
のできる環境を整備できる
よう考え方を整理したもの
です。本計画の策定にあ
たっては、ガイドラインの項
目すべてを網羅しているも
のではありませんが、施設
個別の評価や数値化、意見
聴取などを行っており、ガイ
ドラインに記載する内容を
わかりやすく明示していま
す。

4 2 1-1　目的
計画の背景をしっかり明記す
べきではないか。

国では、スポーツ施設は、老朽化と財政状況の
悪化の中で、今後、安全な施設を提供し続ける
ことが困難になると想定され、スポーツ基本法
に定められた理念を実現するためには、スポー
ツ施設に関する課題へ計画的に対応していく必
要があるとしております。 これらの基本的背景
を明記するべきです。

1-1 目的の中でも一部言
及していますが、ご指摘の
とおり、趣旨がわかりやす
いよう文中を修正します。

5 2 1-1　目的

「多くの施設が建築から３０年
以上経過し、施設の老朽化対
策が大きな課題となっていま
す。 人口減少・少子高齢化社
会を迎え、市税収入の減少に
より、財政状況が悪化すること
が見込まれること」を目的に明
記するべきではないか。

1-1 目的の中でも一部言
及していますが、ご指摘の
内容を記載します。

6 18 4-2　施設種別整備方針
長浜球場の供用終了時期や浅
井球場のLED化など整備目標
を記載すべきではないか。

22ページの4-4 施設個別
の整備内容に記載していま
す。

7 19 4-2　施設種別整備方針

テニスコートの集約時期と
LED化は「必要に応じて」でな
く、いつまでに行うか明示する
べきではないか。

財政計画も明確にする上に整備年度を明確に
するとともに、必要に応じて整備するのではな
く適切に管理し長く使え愛される施設に整備す
べきではないでしょうか。

22ページの4-4 施設個別
の整備内容に記載していま
す。

8 19 4-2　施設種別整備方針

屋内グラウンドの長寿命化は
どこをどのようにするのか。ま
た、必要に応じて行う整備は、
整備基準を示す必要があるの
ではないか。

22ページの4-4 施設個別
の整備内容に記載していま
す。



連番 ページ 項目 意見概要 意見の理由等 意見に対する市の見解

9 19 4-2　施設種別整備方針

武徳殿の代替となる長浜市民
体育館は、駐車場不足から樹
木を伐採して仮設駐車場にし
ている。計画的な整備が求め
られるのではないか。

計画的な整備こそ市民に信頼されるのではあ
りませんか。武道場の跡地処分方針も経費上す
べきではありませんか。長年親しんで来た市民
に対し丁寧に説明すべきではないでしょうか。

長浜市民体育館の駐車場対
策については、厳しい予算
のなか、なるべく経費がか
からない方策で不足する駐
車場の拡張を行ったり、大
規模な大会利用時には、周
辺駐車場の利用促進や長浜
伊香ツインアリーナを案内
するなど、工夫して対応して
まいります。
武徳殿の跡地処分方針は別
途検討します。
なお、使用されている団体
には直接お話をしていま
す。今後も引き続き説明責
任をしっかり果たしていき
ます。

10 19 4-2　施設種別整備方針
グラウンドゴルフ場の長寿命
化はどのような整備内容なの
か。

日除けや倉庫の整備などを
想定していますが、利用頻
度や今後の他のグラウンド
ゴルフ場の整備状況を考慮
して検討します。

11 20 4-3　施設別評価
（１）適正配置評価にある「人口
の多寡にかかわらず」の記載意
図は何か。

人口が減るのに経費のかかるスポーツ施設を
守ることよりも身近な福祉政策を優先すること
となりませんか。「人口の多寡にかかわらず」と
の記載は、相応しいでしょうか、人口が減少しな
いよう、健康で豊かな暮らしが整えられるよう
スポーツ施設の充実が必要ではないのですか。
「人口の多寡にかかわらず市民が身近にスポー
ツを楽しめる環境となるよう配慮するもので
す。」との記載は、民間企業のスポーツと健康促
進を図られる現在においてふさわしい記述で
しょうか。

市内の人口が多い地域で
も、そうでない地域でも、等
しく身近にスポーツができ
る環境が必要との趣旨で
す。

12 24 5-1　対策の効果
削減や抑制の効果を施設別に
一覧にしてほしい。

削減や抑制の効果は総額が
重要であると考えます。

13 計画全体

防災避難所としての役割を果
たす施設もあり、トイレ、情報
通信機能、シャワーなどの整備
も伴う計画なのか。

本計画は、スポーツ施設の
整備に伴う計画であり、避
難所の整備までは検討して
おりません。避難所の施設
機能整備につきましては、
別途防災担当部署により検
討されます。

14 計画全体

市民にとってスポーツ施設に
所管はないと思うが、これで市
内の施設が充実できていると
いえるのか。

充実した施設とするには、
現在ある施設をすべて維持
することはできません。充
実させるために選択と集中
を行うものです。

15 計画全体

ネーミングライツは、経費削減
や運営に大きな影響を与える
のではないか。なぜ本計画に
整備方針を記載しないのか。

ネーミングライツは財源確
保の有効な手段として認識
しております。これにかかる
指針は別途策定されてお
り、今後実施について検討
してまいります。

16 10
3-5 学校体育施設開放事
業

学校体育施設の利用状況を記
載すべきではないか。

長浜市部活動の地域移行推進計画にあって、今
後しっかり施設のあり方を検討することを記載
しないで大丈夫でしょうか、スポーツの中には、
小中学校の体育館を活用しておられることも明
確に記載し市民に知っていただく必要はありま
せんか。

16ページ表５に記載してい
ます。また、学校体育施設は
基本方針に利活用を推進す
る旨を記載しています。

17 9 3-2　施設の基本情報

設備概要として、駐車台数 ・利
用者の概要 ・管理形態（指定
管理、市直営管理） を明確に
できないか。

掲載する施設概要は、情報
の重要度で厳選しており、
駐車台数や利用者概要の情
報までは、施設の「概要」と
しては記載しません。なお管
理形態は12ページ表1に記
載しています。

18 計画全体

「スポーツ施設のストック適正
化ガイドライン」に基づき評価
を行い、改善を検討すべき施
設、改廃、他の用途等への転用
や廃止を検討すべき施設を明
確にすべきではないか。

「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」に
基づき、安全性・機能性評価、経済性評価、建物
評価、ユニバーサルデザイン評価、耐震性評価、
健全度評価などの詳しい評価を行い、計画的な
保全に努め、今後も機能保持が可能な施設改善
、施設老朽化への対策、利用率の向上や維持管
理経費の削減など、安全性・機能性もしくは経
済性において、改善を検討すべき施設、改廃、
他の用途等への転用や廃止を検討すべき施設
を明確にすべきではないか。

本計画は公共施設総合管理
計画の一つであり、同計画
では延床面積の削減という
方向性があります。ご指摘
の評価全てを行っているも
のではありませんが、客観
的評価と合わせて関係者か
ら意見を伺いながら施設を
選定しています。



連番 ページ 項目 意見概要 意見の理由等 意見に対する市の見解

19 20 4-3　施設別評価

安全性、機能性、経済性の観点
からしっかり評価の方法を明
記して施設そのものの存続を
明確に市民に示すべきではな
いか。

21ページ表6で一定の評価
を行っています。

20 計画全体
計画案の記載では中途半端な
判断ではないか。

将来の長浜市の財政からまた、地域交通の維
持、病院、大学、湖北広域行政・消防強化、上下
水道の耐震化、農村下水の統合、道路、河川整
備、多くの教育施設の維持・環境整備等、人口
減少、自己財源の減少、福祉の充実の中現状の
記載では、中途半端な判断で、明確でないと思
われる。

限られた財源のなか、計画
期間である10年間におい
て最低限必要な集約や改修
等を記載しております。

21 25
6-1 計画の推進にあたっ
て

人口動向、今後の財政状況、本
計画におけるＰＤＣＡサイクル、
推進・取組体制 、情報の見える
化の記載をすべきではない
か。

本市にある現体制以上の推
進体制は不要と考えます。
一部の項目については計画
内に記載しています。なお
情報の見える化については
適宜情報提供していきま
す。

22 17 4-1　基本方針

① スポーツ施設での「顧客体
験」がより重要 ②スポーツ施
設が「まちづくり」や「まちおこ
し」に関連 ③スポーツ施設の
収益改善が求められている。こ
うした基本整備方針を視野に
入れ10年先まで計画する以上
整備方針も明確にする必要が
あるのではないか。

本計画の基本方針「選択と
集中」「適正配置の推進」「学
校体育施設の有効利用」「施
設の利用促進」のもと、施設
整備方針をお示ししており
ます。

23 22 4-4　施設個別の整備内容

長浜市民体育館に大きな投資
をするなら、早期に市民会館
のように土地を売却し、財源の
一部として、別の場所に長期計
画をもって移転整備を選定す
べき。しっかり議論して経緯を
市民に示し多目的施設として
整備をいただきたい。

貴重なご意見として承りま
す。

24 17 4-1　基本方針

⑴スポーツ施設の事業化につ
いて
⑵事業の実施主体について明
確化
⑶官民連携手法の導入につい
て
⑷導入が想定される事業手法
と効果
この４点もしっかり、適切に記
載すべきではないか。

整備の事業手法までは、今
回の計画には掲載できませ
んでしたが、事業実施にあ
たっては、事業効果が最大
限得られるよう適切な手法
を検討してまいります。

25 22 4-4　施設個別の整備内容

しょうがい者とお年寄りの健
康とこども達の運動能力向上
のための温水プールの建設が
長年市民の皆様から求められ
ている。

温水プールの整備について
は、長浜市民プール整備の
際から、民間活力の導入を
図るとしてきたところであ
り、その方針は現状では変
わりません。

26 計画全体
他市がしっかり計画的に汗を
流し努力されているのになぜ
本市ではできないのか。

叱咤と受け止め計画どおり
推進してまいります。

27 22 4-4　施設個別の整備内容 武徳殿を残すべきである。
武徳殿での稽古を積み重ねた成果として剣舞
の日本一が出ており、武徳心の向上は立派な人
材が育成される。

長年の多くの人が、切磋琢
磨しながら稽古を積まれ、
立派な人材がこの場所で
育ってきたことと存じます。

ただ、法定耐用年数が大幅
に超えていることや、経年
による老朽化や劣化が著し
く、多くのスポーツ施設を集
約するなかでは維持する優
先順位が低くなります。

何か別の形でその思いを残
せるよう検討してまいりま
す。



連番 ページ 項目 意見概要 意見の理由等 意見に対する市の見解

28
8

17
2-2　人口と年齢別構成
4-1　基本方針

人口減少ありきで施設整備基
本方針を策定するのでなく、増
加施策と抱き合わせた施策と
するべき。

現状はそうであるが、人口増加の施策を打って
いるのか、長浜市の人口自然増、つまり出生数
の増加施策を打ち出しているのか、転入施策を
打ち出しているのかなどと抱き合わせた施策に
するべきである。転入については、例えば有名
人の住民票が長浜市にあれば、多額の住民税が
市へ納入されることも考えると、魅力ある長浜
市、誰もが住みたくなる長浜市へ方向性を検討
すべきではないか。よくない袖は振れないとい
うが、なければ稼ぐような施策を考えることが
大切であり、収入が減っているから支出を減ら
すという単純な考えから脱却すべき。

人口増加施策は本市におい
ても検討していくべきもの
と考えており、スポーツ施設
の活用についても、別の構
想や計画のなかでお示しで
きるよう検討してまいりま
す。

29 25 6-1　推進にあたって
大会・合宿誘致など市外から
の利用促進には魅力ある施設
などが必要である。

市外からの利用促進のためには、魅力ある施
設、もしくはソフト面、さらに宣伝がないと関心
を持たれず、利用促進につながらない。

ご指摘のとおり魅力ある施
設づくりや事業の充実が不
可欠と考えますので、今後
とも研鑽に努めます。

30 17 4-2　施設整備方針

施設が設置されている地区や
地域により人口が異なるため、
利用状況に応じた適正配置の
考え方は理にかなっているよ
うでそうではない。分母が異な
るため、単純には比較できな
いのではないか。

利用状況に加えてエリアバ
ランスに配慮した施設配置
としています。

31 23
4-5 学校体育施設の有効
利用

学校体育施設の有効利用に
は、法令の改正が必要ではな
いか。

学校施設は、法令により「教育目的のみ使用で
きる」となっており、この目的外使用について
は、設置者や校長により許可されるとただし書
きがある。営利団体や個人・グループなどの利
用は原則できないため、学校施設開放が活性化
しない一つの要因でもある。市内小中学校にお
ける法令をも変えて取り組んでいかなければ、
代替え施設としての役割を果たすことにならな
いのではないか。

本市ではスポーツ基本法第
13条の規定に基づき、学校
体育施設の一般利用への供
用を進めており、10人以上
の団体であれば、利用しよ
うとする学校の許可を得て
利用団体として登録したう
えで利用いただいています
（営利を除く）。

32 22 4-4　施設個別の整備内容
体育館の集約よりも先に民間
の運営を検討するべきではな
いか。

集約の前に、指定管理者制度の導入により民間
の運営を検討すべきではないか。例えば、企業
が福利厚生のための施設として検討するかもし
れないし、団体が、その施設を他の利用目的に
活用するかもしれない。

指定管理者制度は既にすべ
ての体育館で導入していま
す。ご意見にある社会体育
以外の利用であれば、体育
館の供用を廃止した上で売
却や貸付などする必要があ
ります。

33 計画全体
地域振興につながる施設活用
のビジョンを示すべきである。

長浜市の面積の大半を占める農村地域からど
んどん施設を廃止してゆけば、さらに若い人達
は地域からいなくなり、同時に子どもいなくな
ります。廃止した施設の後に、過疎地域に対し
てどんな地域の振興になる活用をするかのビ
ジョンも計画(案)に併せて明記してください。

本計画は過疎地域に対して
施設廃止を進めるものでは
ありません。過疎地域に対
するスポーツ振興策は地元
の総合型スポーツクラブと
相談のうえ進めていきたい
と考えます。

34 計画全体
廃止ばかりでなく、施設利用を
促進する方策を検討するべき
である。

もうこれ以上虎姫地域のスポーツ施設等の貴重
な社会資源を無くさないでください。 廃止する
事ばかりでなく、今ある施設の利用を促進する
方策を十分検討してからにしてください。

公共施設総合管理計画に基
づいた計画であり、エリアバ
ランスや利用実績に基づい
たものです。長寿命化を図
る施設については、適切に
改修等を行っていきます。

35 22 4-4　施設個別の整備内容

虎姫運動広場テニスコートは
手入れすればまだまだ利用で
きる良い施設であり、総合型
地域スポーツクラブに管理委
託を任せてほしい。

テニスコートの整備状況が良くなれば利用を申
し出されている団体や学校が複数あり、高時川
河川敷テニスコートのように管理委託をすれ
ば、これまで長年にわたり維持管理作業をして
きた専門的なテニス会員の実績を生かし、安価
での維持管理が可能と考える。

サポーター契約であれば管
理委託（無償）は検討できる
と考えております。

36 17 4-1　基本方針
施設整備は、エリアの中心にあ
る施設を優先するべき（コス
ト・利便性）。

旧東浅井では虎姫地域が中心に位置し、エリア
間の移動にコストがかからず、グラウンドと体育
館が学校を含めてまとまっている。利便性を考
えると、選択と集中は本来、中心に近い地域を
重点に置くべき。

施設の配置は、人口や利用
の少ない地域・施設であっ
ても、全体の分布状況を考
慮するエリアバランスに基
づいていますのでご理解く
ださい。

37 22 4-4　施設個別の整備内容
ナイター照明の廃止施設の特
定は時期尚早である。

虎姫運動広場運動場の夜間照明は大規模施設
よりも利用率が高い。市民が夜間利用するのは
仕事後の娯楽として利用するものであり、利用
率の高い夜間を廃止計画に盛り込むのは時期
尚早ではないか。近隣の照明設備も廃止される
が、その地域からの利用も見込まれるため、今
後５～６年でデータをとり、再検討する必要が
あるのではないか。

屋外夜間照明を今後も維持
するにはLED化が必要とな
り、多額の整備費用を要し
ます。全ての照明をLED化
することができないことか
ら、エリアバランスと利用率
を見ながら集中と選択を進
めていきます。廃止する他
の施設からの利用者の流入
も織り込んでいます。
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38 19 4-2　施設種別整備方針
テニスコートは膝に負担のかか
らないコートも必要である。

虎姫運動広場テニスコートはアンツーカーコート
として整備されている。人工芝と比べ膝への負
担が少ない土のコートであり、そういう面も考
慮願いたい。また少し整備すれば利用率も上が
ると思われるので、今後の経過を考慮して再検
討してはどうか。

クレーコートは屋内グラウン
ドや他のテニスコートにもあ
り、全てが人工芝コートとい
うものではありません。ま
た、エリアバランスに加えて
近年の利用状況も考慮して
計画立てており、今後改め
て利用経過を見る必要はな
いと考えます。

39 22 4-4　施設個別の整備内容
閉鎖する施設の指定を外し、
今後の利用状況で判断するべ
きである。

周辺地域との競争が生まれ、地域づくり活動が
活発になるので、廃止する施設は今後数年間の
データを基に決定するべきである。

エリアバランスと利用実績
に基づき施設を決定してい
ます。現状の利用状況分析
で十分と考えます。

40 22 4-4　施設個別の整備内容
武徳殿の除却時期を延ばすべ
きである。

伝統的な建造物であり、また武道を行うにあた
り、適当な場所であるから。
他の体育館では感じることの出来ない、神様へ
の挨拶などを通した精神的な部分の成長に繋
がると感じているから。

これまでご利用され、ご自
身の成長に当施設が貢献で
きたことは何より嬉しいお
言葉です。
ただ、法定耐用年数が大幅
に超えていることや、経年
による老朽化や劣化が著し
く、多くのスポーツ施設を集
約するなかでは維持する優
先順位が低くなります。
何か別の形でその思いを残
せるよう検討してまいりま
す。

41 22 4-4　施設個別の整備内容 武徳殿を残すべきである。 武徳殿で剣舞の稽古をすると心が落ち着く。

ご利用され、そういったお
気持ちになれる施設である
ことは嬉しいお言葉です。
ただ、法定耐用年数が大幅
に超えていることや、経年
による老朽化や劣化が著し
く、多くのスポーツ施設を集
約するなかでは維持する優
先順位が低くなります。
何か別の形でその思いを残
せるよう検討してまいりま
す。

42 22 4-4　施設個別の整備内容
高月体育館の屋根修繕を行う
べきである。

高月体育館は大規模改修が行われ、計画では長
寿命化を図る施設として挙げられている。
しかしながら、大規模改修時には屋根の改修が
なされておらず、雨漏れが発生している。
長寿命化を図る上では、LED照明やトイレバリ
アフリー化のみならず、屋根修繕を行うようお
願いしたい。

ご指摘のとおり今後も長期
間供用する施設ですので、
施設整備内容を追加して適
切な施設の維持管理に努め
てまいります。

43 10 3-7　施設の課題
新たな弓道場を整備するべき
である。

市民弓道場について、湖北地域の市民で国体選
手を輩出するなどしている中で、市民が親しく
利用出来る、弓道場の老朽化が大変進んでい
る。
長浜北高等学校が指定校になっているが、一般
市民が、気軽に利用出来るとはならないので、
駐車場も含めた整備を、旧長浜北高等学校跡地
に希望します。インターチェンジも近く彦根市の
弓道場は駐車場が狭くて利用しにくい、秀吉の
地縁、長政など歴史的な観点からも、立派な施
設を整備して、夏休みなどの学生の合宿にも利
用してもらえます。
まずは、湖北地域にしっかりした、施設を整備し
て欲しい。市民会館と一緒になっている市も沢
山あります。

利用者が極めて限定的な施
設であり、弓道場単独での
整備は難しいと考えており
ます。
弓道場の老朽化は認識して
おりますので、環境整備等
維持に努めてまいります。

44 9 3-2　施設の基本情報

施設の基本情報：「とりわけ武
徳殿は整備後９０年を・・・・」を
「昭和８年に朝日町に完成して
以来、長浜市内の武道愛好者
が道場として稽古を重ねてき
ました。道場は武道愛好者が
自己陶冶のために生涯を通し
て稽古する場です。武徳殿は
その道場としての様式を備え
る文化的建造物です。後世に
残す価値があるものです。」に
修正する。

９０年という経年だけが強調されている。武道
場としての文化財的建造物である点を考慮して
文言を追加すべきである。

９０年を経過する古い伝統
のある建物であるという認
識しております。
武徳殿を愛するお気持ちは
よく伝わる内容ですが、管
理目的上、現段階ではス
ポーツ施設として位置付け
ます。
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45 19 4-2　施設種別整備方針

整備方針、整備内容：「武徳殿
は整備後９０年が経過している
ため・・・・市民体育館、学校施
設を活用します。」を「文化財と
して後世に存続させるために
補強、改修工事を行い、武道場
として活用を続ける。また、長
浜まちなか地区住民のための
軽運動施設として利用する」に
修正する。

武徳殿は文化財として活用を継続すべきで、そ
のための投資が必要である。武道場として使用
するだけでなく、まちなか住民の軽運動の場と
して環境整備すべきである。武徳殿の代替え施
設として市民体育館、学校施設が述べられてい
るがそれぞれに問題がある。
市民体育館武道場：広さが不足している。柔道
場、剣道場の同時使用はできない。広さ的には
全面を剣道場にして、ようやく武徳殿剣道場と
同等になる。上がり場が高く、落下の危険があ
る。床が極めて硬く、武道に不適合。市民体育館
自身が建築後５０年近く経過している。建物全
体が老朽化している。旧長浜市内唯一の体育館
として地域住民の利用度が高いことを考慮して
建て替えることも考えるべきではないか。
学校施設：武徳殿と同じ地域に長浜西中学校が
あるが、武道場が使える状態ではない。西中、
長小とも体育館は極めて稼働率が高い。

９０年を経過する古い伝統
のある建物であるという認
識はありますが、法定耐用
年数が大幅に超えているこ
とや、経年による老朽化や
劣化が著しく、多くのスポー
ツ施設を集約するなかでは
維持する優先順位が低くな
ります。
中心市街地の方の軽運動の
場としては、長浜まちづくり
センターや市民交流セン
ターがご利用できます。
市民体育館の使いづらさに
ついては、必要に応じて改
修を行うものとします。

46 19 4-2　施設種別整備方針

屋外運動場照明施設は、西中
を残し、びわ南小を廃止すると
なっているが、びわ南小を残す
べきである。

表３ スポーツ施設の年度別利用状況推移か
ら、びわ南小の方が利用者数の伸びが大きく、
令和4年度の利用件数、利用人数、施設稼働率
も西中よりもびわ南小の方が多い（高い）。
また、施設の開設年度、現況評価でもびわ南小
の方が優れており、施設の現状分析においても
びわ南小の方が西中に比べコストが優れている
点が多く、今後もびわ照明施設の方がより継続
的に利用すると解される。

稼働率が高いとの指摘です
が、夜間照明施設の利用が
低迷している事実は変わり
ません。また、西中は旧長浜
市域での十分な夜間照明設
備がないこと、びわ南小は
近隣に奥びわスポーツの森
があることからエリアバラン
スを勘案しています。

47 25
6-1 計画の推進にあたっ
て

「市民が快適に利用できる環
境をつくることが求められま
す。」を「市民やスポーツに携わ
る選手が快適に利用できる環
境をつくることが求められま
す。」と修正するべきである。

スポーツという競技性が高い場合、スポーツ選
手を「市民」とひとくくりにすることは難しいの
ではと思います。施設を統合し学校の施設を利
用できるようになることは必要かもしれませ
ん。その場合、細かなことを言いますが、バス
ケットボール、バレーボール、サッカー、フットサ
ルなど長浜で行われているスポーツ競技がどこ
でもできる環境整備も視野に入っていますか。
ただ施設の大枠を改修するだけでなく、スポー
ツ人口の増加、長浜がスポーツ強豪都市として
認知されるためにはそういった整備も視野に入
れる必要があると思います。
関係者に意見を聞くとありますが、それぞれス
ポーツカテゴリーの関係者へしっかりと意見を
聞かなければこの改変が長浜市のスポーツ衰
退の一因になることは明らかです。
スポーツとは「人・物・場所」という環境があって
はじめて行えるものだと思います。

ご意見のとおり文章表現を
見直します。

48
20
22

4-3　施設別評価
4-4　施設個別の整備内容

武徳殿の廃止時期を延期すべ
きである。

武徳殿は柔道、空手、剣舞などの武道の鍛錬の
場として長年愛されてきた建物で、神殿もあり
スポーツ施設としてだけではなく文化的な側面
もあります。稽古を続ける場所として必要です。
さらに観光資源として、観光客や外国の方に周
知して武道を1日体験してもらったり、映画のロ
ケ地として登録したり…模索の余地はあると考
えます。

武徳殿は十分な耐震性能が
あるとは考えられませんの
で、スポーツ施設としての供
用は廃止することを前提と
しています。行政がこれ以
上管理することは難しいと
考えております。

49 計画全体
武徳殿の解体または施設全体
の改修を希望する。

老朽化し耐久性が著しく不安であるにも関わら
ず、武道場として利用されておりますことに以
下の懸念があり、周辺住民として意見させてい
ただきます。

①台風等の強風により、瓦等が散乱する恐れが
あること。
②地震等の衝撃により、周辺を巻き込んでの倒
壊の恐れがあること。
③木造建築であるが常駐した管理人がいない
ため火災等への初期対応が遅れる恐れがある
こと。
④武道場として利用されていますが、音楽、衝
撃音、発声等への騒音対策がないこと。

以上のことから、施設の解体または施設全体の
改修を希望します。

ご指摘の懸念は周辺住民の
方にとって深刻な心配ごと
と推察します。
法定耐用年数が大幅に超え
ていることや、耐震改修に
ついても、本市の建築担当
課からは相当額の経費が必
要との認識を得ており維持
改修についての優先順位は
低く、難しいと考えます。

50 19 4-2　施設種別整備方針 武徳殿を残すべきである。

武徳殿についてですが、文化財的価値の高い建
物と聞いています。歴史の街、長浜において、な
ぜそのような建物を残すような話にならないの
か、不思議でなりません。うまくアピールしなが
ら、活用できる方法はいくらでもあるはずで
す。明治時代の長浜の有志が、あの場所に建て
られた意味を、もっと知らねばなりません。文化
をないがしろにして、なんの未来があるので
しょうか?一度失えば、二度と戻らないのです
よ!武徳殿の廃止は、絶対に反対です。

武徳殿は、法定耐用年数が
大幅に超えていることや、
経年による老朽化や劣化が
著しく、多くのスポーツ施設
を集約するなかでは維持す
る優先順位が低くなりま
す。
何か別の形でその思いを残
せるよう検討してまいりま
す。
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51 計画全体

廃止予定の施設について、定
期的に使用しているスポーツ
少年団や各種団体等に説明や
意見聴取はおこなわれている
のか。近隣に代替施設がある
地域はよいが、ない地域につ
いては、活動の継続が難しく
なってくるのではないか。

全ての利用団体からの意見
聴取は行っておりません
が、スポーツ協会やスポーツ
少年団、総合型地域スポー
ツクラブなどと意見交換を
しています。
活動場所については、小中
学校の学校体育施設もご検
討ください。

52 19 4-2　施設種別整備方針
屋外運動場照明施設のびわ南
小の廃止の撤回を願う。

びわ南小学校の稼働率ですが残そうとしている
西中より使用していますが、なぜびわ南小学校
を廃止するのかわからない。
近江高校が準優勝し滋賀県を盛り上げて行か
なければならないのでは。
そもそも長浜市の稼働率を上げたいのであれ
ばもっと宣伝を。

施設稼働率については、両
施設とも大差なくご利用い
ただいています。西中は旧
長浜市域での十分な夜間照
明設備がないこと、びわ南
小は近隣に県営施設等があ
ることからエリアバランスを
勘案しています。ただ、方針
は供用終了ですが、終了期
日は決めずに、できる限り
使用できるよう努めてまい
ります。

53 19 4-2　施設種別整備方針
屋外運動場照明施設のびわ南
小の廃止を延期または撤回を
願う。

スポーツ少年団で使用させていただいておりま
す。約５０人とスポ少としては、大所帯で長浜市
外からも在籍する選手がいるほど人気があり
実績もあります。本年も、u12.６年生は県大会
準優勝、u10.4年生は県大会優勝しておりま
す。これひとえに、びわ南小をメイングラウンド
として汗を流している日頃の練習の賜物であ
り、ナイターを使って土のグラウンドで出来るメ
リットがこの輝かしい結果を残せたと言っても
過言ではありません。

当施設をご利用いただき、
輝かしい成績を収めておら
れることは大変うれしく思
います。
しかしながら、市内のスポー
ツ施設を安全にご利用いた
だくためには、集約する必
要があり、びわ南小は近隣
に県営施設等があることか
らエリアバランスを勘案して
います。
ただ、方針は供用終了です
が、終了期日は決めずに、で
きる限り使用できるよう努
めてまいります。

54 19 4-2　施設種別整備方針

屋外運動場照明施設は、西中
を残し、びわ南小を廃止すると
なっているが、びわ南小を残す
べきである。

びわ南小ナイターと西中ナイターにおいて、より
利用率が低い西中ナイターを残してびわ南小ナ
イターを廃止する意味がわかりません。
今年、びわ南小ナイターのおかげで、びわサッ
カースポーツ少年団はU10選手権において県
優勝をすることができました。
びわ南小ナイターグラウンドは大事な練習場で
あり、毎年定期的に利用しているので無くさな
いで頂きたいです。

当施設をご利用いただき、
輝かしい成績を収めておら
れることは大変うれしく思
います。
しかしながら、市内のスポー
ツ施設を安全にご利用いた
だくためには、集約する必
要があり、びわ南小は近隣
に県営施設等があることか
らエリアバランスを勘案して
います。
ただ、方針は供用終了です
が、終了期日は決めずに、で
きる限り使用できるよう努
めてまいります。

55 19 4-2　施設種別整備方針
屋外運動場照明施設のびわ南
小への集約または廃止の撤回
を願う。

びわ南小は長浜西中よりも利用件数、利用人
数、稼働率の全てで優っています。特に利用人
数では圧倒的に上回っていて、評価得点の合計
も上回っています。また、広い長浜市全体から
の市民のアクセス性、およびその場合主に車で
来場するであろうことを考えての駐車スペース
等の利便性を考えると、びわ南の施設を残存さ
せた方が、むしろ利便性が高いのではないかと
思われてなりません。
また、現在びわ南小の屋外照明施設を利用する
ためには、予約システムで予約した上で、びわま
ちづくりセンターに利用のためのコインを受け
取りに出向く必要があり、これが継続的に利用
する上でネックになっている面があります。もし
この必要性がなくなれば、遠方の利用者も利用
しやすくなり、さらに利用率が上がることも考
えられます。ぜひ、このような改善とともにびわ
南小ナイター設備を残存・再整備することにつ
いて検討いただければ幸甚です。

西中は旧長浜市域での十分
な夜間照明設備がないこ
と、びわ南小は近隣に県営
施設等があることからエリ
アバランスを勘案していま
す。
また、現状車での来場の多
いびわ南小に比べ、西中は
自転車での来場が多いこと
から、仮に西中を廃止した
場合の利用者の負担が大き
くなると想定しています。
ただ、方針は供用終了です
が、終了期日は決めずに、で
きる限り使用できるよう努
めてまいります。
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56 19 4-2　施設種別整備方針

屋外運動場照明施設は、西中
を残し、びわ南小を廃止すると
なっているが、びわ南小を残す
べきである。

利用率が高いびわ南小のナイターが廃止で西
中が残るというのは・・理解しがたいです。
また、びわ南はスポ少や地域活動にも使用して
います。活動の場を制限することで、びわ地域
の子供達のスポ少加入率が減少することも懸
念しています。

施設稼働率については、両
施設とも大差なくご利用い
ただいています。
西中は旧長浜市域での十分
な夜間照明設備がないこ
と、びわ南小は近隣に県営
施設等があることからエリ
アバランスを勘案していま
す。
ただ、方針は供用終了です
が、終了期日は決めずに、で
きる限り使用できるよう努
めてまいります。

57 19 4-2　施設種別整備方針
びわ南小学校のナイターを今
までどおり使用したい。

びわ南小は近隣に県営施設
等があることからエリアバ
ランスを勘案しています。
ただ、方針は供用終了です
が、終了期日は決めずに、で
きる限り使用できるよう努
めてまいります。

58 23
4-5 学校体育施設の有効
活用

「学校体育施設の利用を促進
します。」を「学校体育施設の
利用を促進しますとともに、学
校と連携し、学校体育施設の
整備・充実を図ります。」に修
正するべきである。

防球ネットの設置・改修をスポ少から要望した
が、学校（教育委員会）としては他に優先すべき
所があり現状維持と回答、開放事業の主管課
（現：文化スポーツ課）では学校施設ということ
で対応できないと回答がありました。
今後、中学校部活動の地域移行も段階的に進む
とのことでもあるので、学校体育施設の利用促
進とともに、その施設について、登録団体から
の要望に対応できるよう、開放事業で使用の学
校体育施設の整備方針（学校としては優先度が
低く対応しない改修を行う等）を本計画の中に
記載し、学校の優先度だけの判断ではなく、開
放事業の主管課での予算確保の根拠にできな
いでしょうか。

本計画では学校体育施設の
有効活用を進めていくこと
としていますが、これらはあ
くまで学校行事や学校運営
に支障のない範囲で行うも
のであり、有効活用のため
の新たな設備投資は想定し
ておりません。
なお学校体育施設開放事業
に必要となる備品について
は、適宜修繕や更新をして
います。

59 20 4-3　施設別評価
武徳殿の廃止時期を延期すべ
きである。

剣舞と出会い、初めて武徳殿に入った時，その
造りの広さ、天井の高さ，その造りに長い歴史
と伝統を思いました。このような場所で剣舞の
稽古ができる事はとても素晴らしいことだと思
いました。子供達や高齢者が世代を超えて共に
学び稽古を通じて活動を共にできる場所として
これからも長く続くことを願います。

武徳殿は、法定耐用年数が
大幅に超えていることや、
経年による老朽化や劣化が
著しく、多くのスポーツ施設
を集約するなかでは維持す
る優先順位が低くなりま
す。
何か別の形でその思いを残
せるよう検討してまいりま
す。

 


